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現  行（６－５－３,４） 一 部 修 正 備考（内容） 

第５章 給水装置整備工事等設計業務委託 

第２．代価表 

１．設計業務代価表 

(１) 舗装工事設計 

ア．舗装工事設計Ａ 

「実務必携」第３編 第２章 第１節 開削工法 2-1-1-1 小口径（呼び径350ｍｍ以下）（２）

新設簡易設計の歩掛（補正係数適用後歩掛）に舗装設計割合を乗じる。ただし、中間打合せは計

上せず、「現地調査」「設計計画」「各種計算」は適用しない。 

 

舗装工事設計Ａ １ｍ当り単価                         

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.217 Ａ 

舗装設計割合 21.7％ 

図面作成 ‐ 0.217 Ｂ 

数量計算 ‐ 0.217 Ｃ 

審査 ‐ 0.217 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.217 Ｅ 

計 Ｆ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｇ Ｆ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

  （以下、省略） 

 

イ．舗装工事設計Ｂ 

舗装工事設計Ａに準じる。ただし、「図面作成」は舗装設計割合を乗じた後、さらに70％を、「設

計協議」「数量計算」「審査」は舗装設計割合を乗じた後、さらに50％を乗じる。 

 

舗装工事設計Ｂ １ｍ当り単価                         

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.109 Ａ 舗装割合 21.7％×50％ 

図面作成 ‐ 0.152 Ｂ 舗装割合 21.7％×70％ 

数量計算 ‐ 0.109 Ｃ 

舗装割合 21.7％×50％ 審査 ‐ 0.109 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.109 Ｅ 

計 Ｆ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｇ Ｆ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

 

第５章 給水装置整備工事等設計業務委託 

第２．代価表 

１．設計業務代価表 

(１) 舗装工事設計 

ア．舗装工事設計Ａ 

「実務必携」第３編 第２章 第１節 開削工法 2-1-1-1 小口径（呼び径350ｍｍ以下）（２）

新設簡易設計の歩掛（補正係数適用後歩掛）に舗装設計割合を乗じる。ただし、中間打合せは計

上せず、「現地調査」「設計計画」「各種計算」「報告書作成」は適用しない。 

 

舗装工事設計Ａ １ｍ当り単価                         

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.217 Ａ 

舗装設計割合 21.7％ 

図面作成 ‐ 0.217 Ｂ 

数量計算 ‐ 0.217 Ｃ 

審査 ‐ 0.217 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.217 Ｅ 

計 Ｅ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｆ Ｅ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

  （以下、省略） 

 

イ．舗装工事設計Ｂ 

舗装工事設計Ａに準じる。ただし、「図面作成」は舗装設計割合を乗じた後、さらに70％を、「設

計協議」「数量計算」「審査」は舗装設計割合を乗じた後、さらに50％を乗じる。 

 

舗装工事設計Ｂ １ｍ当り単価                         

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.109 Ａ 舗装割合 21.7％×50％ 

図面作成 ‐ 0.152 Ｂ 舗装割合 21.7％×70％ 

数量計算 ‐ 0.109 Ｃ 

舗装割合 21.7％×50％ 審査 ‐ 0.109 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.109 Ｅ 

計 Ｅ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｆ Ｅ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務内容の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 
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現  行（６－５－４,５） 一 部 修 正 備考（内容） 

ウ．舗装工事設計Ｃ 

「実務必携」第３編 第２章 第１節 開削工法 2-1-1-1 小口径（呼び径350ｍｍ以下）（３）

布設替詳細設計の歩掛（補正係数適用後歩掛）に舗装設計割合を乗じる。ただし、中間打合せは

計上せず、「現地調査」「設計計画」「各種計算」は適用しない。 

 

舗装工事設計Ｃ １ｍ当り単価                        

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.217 Ａ 

舗装設計割合 21.7％ 

図面作成 ‐ 0.217 Ｂ 

数量計算 ‐ 0.217 Ｃ 

審査 ‐ 0.217 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.217 Ｅ 

計 Ｆ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｇ Ｆ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

 

エ．舗装工事設計Ｄ 

舗装工事設計Ｃに準じる。ただし、「図面作成」は舗装設計割合を乗じた後、さらに70％を、「設

計協議」「数量計算」「審査」は舗装設計割合を乗じた後、さらに50％を乗じる。 

 

舗装工事設計Ｄ １ｍ当り単価                          

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.109 Ａ 舗装設計割合 21.7％×50％ 

図面作成 ‐ 0.152 Ｂ 舗装設計割合 21.7％×70％ 

数量計算 ‐ 0.109 Ｃ 

舗装設計割合 21.7％×50％ 審査 ‐ 0.109 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.109 Ｅ 

計 Ｆ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｇ Ｆ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

 

  

 

 

 

 

 

 

ウ．舗装工事設計Ｃ 

「実務必携」第３編 第２章 第１節 開削工法 2-1-1-1 小口径（呼び径350ｍｍ以下）（３）

布設替詳細設計の歩掛（補正係数適用後歩掛）に舗装設計割合を乗じる。ただし、中間打合せは

計上せず、「現地調査」「設計計画」「各種計算」「報告書作成」は適用しない。 

 

舗装工事設計Ｃ １ｍ当り単価                        

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.217 Ａ 

舗装設計割合 21.7％ 

図面作成 ‐ 0.217 Ｂ 

数量計算 ‐ 0.217 Ｃ 

審査 ‐ 0.217 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.217 Ｅ 

計 Ｅ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｆ Ｅ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

 

エ．舗装工事設計Ｄ 

舗装工事設計Ｃに準じる。ただし、「図面作成」は舗装設計割合を乗じた後、さらに70％を、「設

計協議」「数量計算」「審査」は舗装設計割合を乗じた後、さらに50％を乗じる。 

 

舗装工事設計Ｄ １ｍ当り単価                          

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.109 Ａ 舗装設計割合 21.7％×50％ 

図面作成 ‐ 0.152 Ｂ 舗装設計割合 21.7％×70％ 

数量計算 ‐ 0.109 Ｃ 

舗装設計割合 21.7％×50％ 審査 ‐ 0.109 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.109 Ｅ 

計 Ｅ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｆ Ｅ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務内容の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○○○○：追加・修正 

土木工事積算基準（令和７年５月）の一部修正 新旧対照表               ○○○○：削除  

- 3 - 

 

現  行（６－５－６,９） 一 部 修 正 備考（内容） 

(２) 給水装置整備工事設計 

「実務必携」第３編 第２章 第１節 開削工法 2-1-1-1 小口径（呼び径350ｍｍ以下）（２）新設

簡易設計の歩掛（補正係数適用後歩掛）に接合替設計割合を乗じる。ただし、中間打合せは計上

せず、「現地調査」「設計計画」「各種計算」は適用しない。 

 

給水装置整備工事設計 １ｍ当り単価                       

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.208 Ａ 

接合替設計割合 20.8％ 

図面作成 ‐ 0.208 Ｂ 

数量計算 ‐ 0.208 Ｃ 

審査 ‐ 0.208 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.208 Ｅ 

計 Ｆ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｇ Ｆ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

 

(６) 給水装置工事設計 

ア．給水装置工事設計Ａ 布設300ｍｍ以下 

「実務必携」第３編 第２章 第１節 開削工法 2-1-1-1 小口径（呼び径350ｍｍ以下）（１）

新設詳細設計の歩掛（補正係数適用後歩掛）に布設設計割合を乗じる。ただし、中間打合せは３

回とし、「現地調査」「設計計画」「各種計算」は適用しない。 

 

給水装置工事設計Ａ 布設 １ｍ当り単価                   

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.388 Ａ 

布設設計割合 38.8％ 

図面作成 ‐ 0.388 Ｂ 

数量計算 ‐ 0.388 Ｃ 

審査 ‐ 0.388 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.388 Ｅ 

計 Ｆ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｇ Ｆ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

  

 

 

 

 

 

(２) 給水装置整備工事設計 

「実務必携」第３編 第２章 第１節 開削工法 2-1-1-1 小口径（呼び径350ｍｍ以下）（２）新設

簡易設計の歩掛（補正係数適用後歩掛）に接合替設計割合を乗じる。ただし、中間打合せは計上

せず、「現地調査」「設計計画」「各種計算」「報告書作成」は適用しない。 

 

給水装置整備工事設計 １ｍ当り単価                       

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.208 Ａ 

接合替設計割合 20.8％ 

図面作成 ‐ 0.208 Ｂ 

数量計算 ‐ 0.208 Ｃ 

審査 ‐ 0.208 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.208 Ｅ 

計 Ｅ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｆ Ｅ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

 

(６) 給水装置工事設計 

ア．給水装置工事設計Ａ 布設300ｍｍ以下 

「実務必携」第３編 第２章 第１節 開削工法 2-1-1-1 小口径（呼び径350ｍｍ以下）（１）

新設詳細設計の歩掛（補正係数適用後歩掛）に布設設計割合を乗じる。ただし、中間打合せは３

回とし、「現地調査」「設計計画」「各種計算」「報告書作成」は適用しない。 

 

給水装置工事設計Ａ 布設 １ｍ当り単価                   

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.388 Ａ 

布設設計割合 38.8％ 

図面作成 ‐ 0.388 Ｂ 

数量計算 ‐ 0.388 Ｃ 

審査 ‐ 0.388 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.388 Ｅ 

計 Ｅ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｆ Ｅ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務内容の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 
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現  行（６－５－９,１０,１１） 一 部 修 正 備考（内容） 

イ．給水装置工事設計Ａ 撤去300ｍｍ以下 

「実務必携」第３編 第２章 第１節 開削工法  2-1-1-1 小口径（呼び径350ｍｍ以下）    

（１）新設詳細設計の歩掛（補正係数適用後歩掛）に撤去設計割合を乗じる。ただし、中間打合せ  

は３回とし、「現地調査」「設計計画」「各種計算」は適用しない。 

 

給水装置工事設計Ａ 撤去 １ｍ当り単価                     

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.187 Ａ 

撤去設計割合 18.7％ 

図面作成 ‐ 0.187 Ｂ 

数量計算 ‐ 0.187 Ｃ 

審査 ‐ 0.187 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.187 Ｅ 

計 Ｆ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｇ Ｆ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

 

ウ．給水装置工事設計Ｂ 布設300ｍｍ以下 

「実務必携」第３編 第２章 第１節 開削工法 2-1-1-1 小口径（呼び径350ｍｍ以下）（３）

布設替詳細設計の歩掛（補正係数適用後歩掛）に布設設計割合を乗じた後、さらに50％を乗じる。

ただし、中間打合せは３回とし、「現地調査」「設計計画」「各種計算」は適用しない。 

 

給水装置工事設計Ｂ 布設 １ｍ当り単価                   

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.194 Ａ 

布設設計割合 38.8％×50％ 

図面作成 ‐ 0.194 Ｂ 

数量計算 ‐ 0.194 Ｃ 

審査 ‐ 0.194 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.194 Ｅ 

計 Ｆ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｇ Ｆ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

 

 

 

 

 

 

 

イ．給水装置工事設計Ａ 撤去300ｍｍ以下 

「実務必携」第３編 第２章 第１節 開削工法  2-1-1-1 小口径（呼び径350ｍｍ以下）    

（１）新設詳細設計の歩掛（補正係数適用後歩掛）に撤去設計割合を乗じる。ただし、中間打合せ  

は３回とし、「現地調査」「設計計画」「各種計算」「報告書作成」は適用しない。 

 

給水装置工事設計Ａ 撤去 １ｍ当り単価                     

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.187 Ａ 

撤去設計割合 18.7％ 

図面作成 ‐ 0.187 Ｂ 

数量計算 ‐ 0.187 Ｃ 

審査 ‐ 0.187 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.187 Ｅ 

計 Ｅ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｆ Ｅ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

 

ウ．給水装置工事設計Ｂ 布設300ｍｍ以下 

「実務必携」第３編 第２章 第１節 開削工法 2-1-1-1 小口径（呼び径350ｍｍ以下）（３）

布設替詳細設計の歩掛（補正係数適用後歩掛）に布設設計割合を乗じた後、さらに50％を乗じる。

ただし、中間打合せは３回とし、「現地調査」「設計計画」「各種計算」「報告書作成」は適用しな

い。 

 

給水装置工事設計Ｂ 布設 １ｍ当り単価                   

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.194 Ａ 

布設設計割合 38.8％×50％ 

図面作成 ‐ 0.194 Ｂ 

数量計算 ‐ 0.194 Ｃ 

審査 ‐ 0.194 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.194 Ｅ 

計 Ｅ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｆ Ｅ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務内容の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 
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現  行（６－５－１１） 一 部 修 正 備考（内容） 

エ．給水装置工事設計Ｂ 撤去300ｍｍ以下 

「実務必携」第３編 第２章 第１節 開削工法 2-1-1-1 小口径（呼び径350ｍｍ以下）（３）

布設替詳細設計の歩掛（補正係数適用後歩掛）に撤去設計割合を乗じた後、さらに50％を乗じる。

ただし、中間打合せは３回とし、「現地調査」「設計計画」「各種計算」は適用しない。 

 

給水装置工事設計Ｂ 撤去 １ｍ当り単価                     

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.094 Ａ 

撤去設計割合 18.7％×50％ 

図面作成 ‐ 0.094 Ｂ 

数量計算 ‐ 0.094 Ｃ 

審査 ‐ 0.094 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.094 Ｅ 

計 Ｆ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｇ Ｆ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ．給水装置工事設計Ｂ 撤去300ｍｍ以下 

「実務必携」第３編 第２章 第１節 開削工法 2-1-1-1 小口径（呼び径350ｍｍ以下）（３）

布設替詳細設計の歩掛（補正係数適用後歩掛）に撤去設計割合を乗じた後、さらに50％を乗じる。

ただし、中間打合せは３回とし、「現地調査」「設計計画」「各種計算」「報告書作成」は適用しな

い。 

 

給水装置工事設計Ｂ 撤去 １ｍ当り単価                     

作業内容 単位 数量 金額 備考 

設計協議 ‐ 0.094 Ａ 

撤去設計割合 18.7％×50％ 

図面作成 ‐ 0.094 Ｂ 

数量計算 ‐ 0.094 Ｃ 

審査 ‐ 0.094 Ｄ 

報告書作成 ‐ 0.094 Ｅ 

計 Ｅ Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ+Ｅ 

１ｍ当り Ｆ Ｅ/設計延長 

※“設計延長”＝延長補正係数の根拠となる延長 

 

（以下、省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務内容の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


